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命を守る自転車ルール

命を守る
自転車ルール

自転車ルールを守ることは、命を守ること！

車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は車の仲間
原則、車道の左側を通行

一時停止標識のある場所は
必ず止まって左右確認

３ヵ月以下の懲役又は５万円以下の罰金など

３ヵ月以下の懲役又は５万円以下の罰金など

２万円以下の罰金又は科料

歩道の通行は例外
自転車が歩道を通行できる場合でも

車道寄りを必ず徐行

左側通行 〇
右側通行 ✖

違反したときの罰則

違反したときの罰則

違反したときの罰則

例外的に普通自転車が歩道を通行できる場合

特集01

問 交通政策課
（☎813・1207）

毎年５月は「自転車月間」です。
移動に便利な自転車ですが、ルールを守らないと命の危機に関わることも・・・

自転車事故を未然に防ぎ、「命を守る」ために、『自転車安全利用五則（以下
５つのルール）』を守りましょう！
※�自転車安全利用五則とは・・・令和４年11月１日付けで内閣府中央交通安全対策会議交通対策本部にて
決定された、自転車を利用する際に守るべき、特に重要な５つのルールです。

▶�自転車のライトの調子が悪い状態で暗い夜道を走ってい
たら、前からランニングしてきた人と危うくぶつかりかけ
た。こちらの姿が見えていなかったみたい。あともう少し
ズレていたら正面衝突していたかも・・・

▶�雨上がりの日、自転車のチャイルドシートに子供を乗せて
走っていたら、濡れたマンホールでタイヤが滑って転倒。
ヘルメットをつけていたから大事には至らなかったけど、
もし着けていなかったらと思うと・・・

▶�「自転車歩道通行可」の歩道を走っている時、左側前方
を歩いている人が。十分に距離があると思ってスピードを
ゆるめずに進んだら、急にこちら側に方向転換。間一髪で
よけることができたけど、危なかった・・・

◦�歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき

◦�13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の
不自由な人が自転車を運転しているとき

◦�道路工事や連続した駐車車両などのために車道
の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する
ときなど

視覚的に分かりやすく安全に道路空
間を利用できるよう、車道において自
転車が通行する部分と方向を示して
います。

気を付けて…ヒヤリ体験

自転車通行空間の

整備を進めています

待ち合 わ せ の
時間に遅れそう
ちょっと急がな
いと・・・

すみません！
急いでいたので…

そんなスピードで
交差点に入ってき
たら、危ないじゃな
いですか！
ぶつかってたら、 
大ケガでしたよ

一 時 停 止 標 識 のない 交
差点であっても、急に人
が飛び出してくる場合が
あります。交差点付近は
十分に気を付けて運転し
てくださいね。

皆さんも、自転車に乗っていて、このよ
うにヒヤリとしたこと、ありませんか？
市における令和４年の自転車関係の事
故件数は、271件。事故の当事者に
ならないよう、改めて自転車ルールにつ
いて学びましょう！

自転車事故の大半は、交差点
で起きています。特に出合頭
の事故がとても多いです。

特集01
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吉田 麗維さん

寝屋川警察署交通課

あ、危ないっ！

ギリギリ
止まった…

キキーッ
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命を守る自転車ルール

大切な人の命を守るために、自転車ルールを伝えましょう

飲酒運転は禁止夜間はライトを点灯

ヘルメットを着用

５万円以下の罰金

（酒酔い運転）
５年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

違反したときの罰則

違反したときの罰則

自転車に乗る人は、必ず自転車損害賠償保険等に加入を！

重点
項目

寝屋川警察インタビュー

特集01

自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していな
かった人の致死率は、着用していた人に比べて約２.1倍。

飲酒運転は、

非常に危険です。

お酒を飲んだ状態で
自転車を運転しては
いけません。

夜間は、
必ずライト点灯

道路交通法の改正により、令和５年４月１日から年齢に関わらず
全ての自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務となり
ました。

　大阪府では、自転車事故への備えと被害者の救済
を図るため、自転車の利用者に自転車損害賠償
保険等の加入が義務付けられています。
　なお、「自転車損害賠償保険」以外にも自動車保険
や火災保険、傷害保険などの特約やクレジットカード
の付帯保険として契約している場合もあります。
　加入しているか、今一度、ご自身の契約内容を確
認しておきましょう。

　交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図る
ことを目的として、全国で行われます。期間中、市及び寝屋川警察署、寝屋川交通安全協会は、市内各
所で街頭啓発や取り締まりを行います。

あなたの命はもちろん、大切な人の命を守るために、家族や友人にも『自転車安全利用五則』を伝えて
あげてください。「今月号の広報の特集見た？」の一言が、自転車事故の防止に繋がるかもしれません。

自転車関連事故における主な死亡原因の
大半が「頭部損傷」によるもの。ヘルメット
着用は自転車利用者の命を守る、とても大
切な備えです。

明るい服を着たり、
反射材の入った
グッズを使用した
りすることも効果
的です。

自転車乗用中ヘルメット着用状況別の 
致死率比較

※�平成30年～令和４年（全国の合計）
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男子小学生が夜間、自転車で帰宅途中に、歩行中の女性
と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識
が戻らない状態となり、小学生の母親に9,521万円の賠
償金支払命令（神戸地方裁判所、2013年７月４日判決）。

高額賠償事例も…

▶こどもを始 めとする歩 行 者 の 安 全 の 確 保【 全 国 重 点 項 目 】
▶ 横 断 歩 行 者 事 故 等 の 防 止と安 全 運 転 意 識 の 向 上【 全 国 重 点 項 目 】
▶ 自 転 車 の ヘルメット着 用と交 通 ル ール 遵 守 の 徹 底【 全 国 重 点 項 目 】
▶ 二 輪 車 の 交 通 事 故 防 止【 大 阪 府 重 点 項 目 】
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自
転
車
事
故
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半
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、
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年
齢
別
で
は
、
65
歳
以
上
の
高
齢

者
の
割
合
が
高
い
で
す
ね
。

　
自
転
車
は
手
軽
で
便
利
な
乗
り
物

で
す
が
、
道
路
交
通
法
上
は
車
と
同

じ
車
両
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
利
用
者

の
み
な
さ
ま
に
は
、
車
を
運
転
す
る

と
き
と
同
じ
よ
う
に
交
通
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を

し
っ
か
り
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、
安
全
運
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を
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い
し
ま
す
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が
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と
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が
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故
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起
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す
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的
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す
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さ
の
受
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が
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最
悪
の
場
合
は
頭
部
を
打
っ
て
亡

く
な
る
こ
と
も
あ
り
、
ご
自
身
の
命

を
守
る
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。
無
理
な

横
断
に
よ
る
事
故
も
多
い
で
す
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自
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を
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用
す
る
と
き
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間
に
余

裕
を
持
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全
確
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を
し
っ
か
り
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い
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ま
す
か
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鏡
畑　
傘
を
差
し
な
が
ら
の
片
手
運

転
や
無
灯
火
走
行
、車
道
で
の
右
側

走
行
は
自
転
車
の
利
用
者
自
身
だ
け

で
な
く
、周
り
の
人
も
事
故
に
巻
き
込

む
恐
れ
が
あ
る
危
険
な
行
為
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
指
導
、
取
り
締
ま
り
を
強

化
し
て
お
り
、
引
き
続
き
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
命
を
守
る
た

め
、
自
転
車
の
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
に

つ
い
て
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

鏡畑 肇さん

寝屋川警察署
交通課長代理

５月11日～20日 春の全国交通安全運動
～ なれた街 いつもの道でも みぎひだり ～

みんなでルールを守って
自転車事故のないまちへ
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